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東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 
 

取締役頭取　佐藤　康博 

中間連結貸借対照表（平成23年9月30日現在） 

（ 　 資 　 産 　 の 　 部 　 ）  

現 金 預 け 金   

コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形   

買 現 先 勘 定   

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金   

買 入 金 銭 債 権   

特 定 取 引 資 産   

金 銭 の 信 託   

有 価 証 券   

貸 出 金   

外 国 為 替   

金 融 派 生 商 品   

そ の 他 資 産   

有 形 固 定 資 産   

無 形 固 定 資 産   

繰 延 税 金 資 産   

支 払 承 諾 見 返   

貸 倒 引 当 金   

投 資 損 失 引 当 金   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 産 の 部 合 計  

科　目 金　額 

 

 3,894,050  

 241,692  

 7,507,997  

 5,649,582  

 99,686  

 14,663,971  

 59,534  

 22,047,677  

 27,086,529  

 921,695  

 5,727,269  

 2,333,840  

 143,480  

 159,118  

 177,360  

 2,737,798  

△ 224,504  

△ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  93,226,770 

（ 　 負 　 債 　 の 　 部 　 ）  

預 金

譲 渡 性 預 金  

コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 形  

売 現 先 勘 定  

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー  

特 定 取 引 負 債  

借 用 金  

外 国 為 替  

短 期 社 債  

社 債

金 融 派 生 商 品  

そ の 他 負 債  

賞 与 引 当 金  

退 職 給 付 引 当 金  

役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

貸 出 金 売 却 損 失 引 当 金  

偶 発 損 失 引 当 金  

特 別 法 上 の 引 当 金  

繰 延 税 金 負 債  

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾  

負 債 の 部 合 計  

（ 　 純 　 資 　 産 　 の 　 部 　 ）  

資 本 金  

資 本 剰 余 金  

利 益 剰 余 金  

株 主 資 本 合 計  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

土 地 再 評 価 差 額 金  

為 替 換 算 調 整 勘 定  

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計  

少 数 株 主 持 分  

純 資 産 の 部 合 計  

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

科　目 金　額 

 

       20,374,985  

 9,396,772  

 11,751,250  

 11,487,415  

 5,509,344  

 348,164  

 8,821,842  

 6,900,961  

 195,313  

 504,300  

 3,852,648  

 5,109,836  

 1,634,633  

 13,578  

 15,078  

   476  

   686  

 1,506  

 1,025  

 9,879  

 20,819  

 2,737,798  

 88,688,318  

 

 1,404,065  

 1,039,244  

 961,749  

 3,405,059  

△ 112,788  

 90,842  

 28,450  

△ 103,662  

△ 97,158  

 1,230,552  

 4,538,452  

 93,226,770 

（単位：百万円） 

平成23年12月22日 

第 1 0 期 中 間 決 算 公 告  
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中間連結損益計算書（　　　　 　　　　　） 
経 常 収 益     

資 　 　 金 　 　 運 　 　 用 　 　 収 　 　 益  

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用     

資 　 　 金 　 　 調 　 　 達 　 　 費 　 　 用    

（ う ち 預 金 利 息 ）   

役　 務　 取　 引　 等　 費　 用   

そ　 の　 他　 業　 務　 費　 用   

営 　 　 　 　 業 　 　 　 　 経 　 　 　 　 費    

そ　 の 　他　 経　 常　 費　 用   

経 常 利 益   

特 別 利 益   

特 別 損 失   

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益   

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税   

法 　 人 　 税 　 等 　 調 　 整 　 額   

法 人 税 等 合 計   

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益   

少 数 株 主 利 益   

中 間 純 利 益   

科　目 金　額 

 

357,140 

181,463 

105,010 

106,321 

49,853 

143,908 

22,430 

 

129,856 

31,170 

18,698 

36,891 

237,936 

103,599 

 

 

 

 

16,115 

10,467

679,655 

 

 

 

 

 

 

 

526,983 

 

 

 

 

 

 

152,671 

89,325 

2,177 

239,819 

 

 

26,583 

213,236 

16,790 

196,445

（単位：百万円） 
平成23年4月 1 日から  
平成23年9月30日まで 

（ ） 

（ ）  

（ 　）  
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〈中間連結財務諸表の作成方針〉
（1）連結の範囲に関する事項

①連結される子会社及び子法人等 75社
主要な会社名
みずほ証券株式会社
Mizuho Corporate Bank Nederland N.V.
Mizuho Corporate Bank (USA)
MHCB America Holdings, Inc.

②非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

（2）持分法の適用に関する事項
①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。
②持分法適用の関連法人等　 20社
主要な会社名
みずほキャピタルパートナーズ株式会社

なお、MICイノベーション3号投資事業有限責任組合他1社は、設立により当中間連結会計期間から持分法の対象に含めており
ます。
また、永和証券株式会社他１社は、株式の売却等により持分法の対象から除いております。
③持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。
④持分法非適用の関連法人等　
主要な会社名
Asian-American Merchant Bank Limited

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）
及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないた
め、持分法の対象から除いております。

（3）連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項
①連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。
6月29日 6社
6月末日 35社
9月末日 31社
12月最終営業日の前日 3社
②6月29日及び12月最終営業日の前日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等については、6月末日現在で実施し
た仮決算に基づく財務諸表により、またその他の連結される子会社及び子法人等については、それぞれの中間決算日の財務諸
表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。

（4）開示対象特別目的会社に関する事項
①開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
当行は、顧客の金銭債権等の流動化を支援する目的で、特別目的会社（ケイマン法人等の形態によっております）13社に係る
借入及びコマーシャル・ペーパーでの資金調達に関し、貸出金、信用枠及び流動性枠を供与しております。
特別目的会社13社の直近の決算日における資産総額（単純合算）は1,458,618百万円、負債総額（単純合算）は
1,457,973百万円であります。なお、いずれの特別目的会社についても、当行は議決権のある株式等は有しておらず、役員
や従業員の派遣もありません。
②当中間連結会計期間における開示対象特別目的会社との取引金額等
主な取引の当中間連結会計期間末残高
貸出金 1,088,039百万円
信用枠及び流動性枠 433,603百万円

主な損益
貸出金利息 3,986百万円
役務取引等収益 641百万円

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

会計処理基準に関する事項

（1）売買目的有価証券に準じた貸出債権の評価基準及び収益・費用の計上基準
（追加情報）
米州拠点における取引開始を踏まえ、貸出債権のうちトレーディング目的で保有するものについては、売買目的有価証券に準じ
て、取引の約定時点を基準として中間連結貸借対照表上「買入金銭債権」に計上するとともに、当該貸出債権にかかる買入金銭
債権の評価は、中間連結決算日の時価により行っております。また、当該貸出債権からの当中間連結会計期間中の受取利息及び
売却損益等に、前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を加えた損益を、中間連結損益計算書上
「その他業務収益」及び「その他業務費用」に計上しております。

（2）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目
的（以下「特定取引目的」という）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及
び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」
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に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・
オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については
前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会
計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

（3）有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社及び子法人等株式

並びに持分法非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある国内株式につ
いては中間連結会計期間末月1ヵ月平均に基づいた市場価格等、それ以外については中間連結決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動
平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジ等の適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法に
より処理しております。

（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によ
り行っております。

（4）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

（5）減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当行の有形固定資産の減価償却は、建物については定額法を採用し、その他については定率法を採用し、年間減価償却費見積
額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　物　　3年～50年
その他　　2年～20年

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却してお
ります。
②無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結され
る子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産の減価償却は、原則と
して自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。

（6）繰延資産の処理方法
①社債発行費
社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。
②社債発行差金
社債は償却原価法（定額法）に基づいて算定された価額をもって中間連結貸借対照表価額としております。なお、平成18年3
月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表に計上した社債発行差金は、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」
（企業会計基準委員会実務対応報告第19号平成18年8月11日）の経過措置に基づき従前の会計処理を適用し、社債の償還期
間にわたり均等償却を行うとともに、未償却残高を社債から直接控除しております。

（7）貸倒引当金の計上基準
当行及び主要な国内の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上
しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にあ
る債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況に
ないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額
から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受
取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施
前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き
当てております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権
については、個別的に予想損失額を算定し、引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき計上しております。特定海外
債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定
結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認
められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は99,503百万円であります。
その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。

（8）投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上し
ております。
また、当行の貸出代替目的のクレジット投資のうち主に欧州拠点における投資からの撤退に伴い、関連する証券化商品の評価損
に対し、当該証券化商品を参照する流動化スキームの対象となっているものを除き、投資損失引当金を計上しております。
なお、時価をもって中間連結貸借対照表価額とするため、有価証券と投資損失引当金530百万円を相殺表示しております。



5

（9）賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属す
る額を計上しております。

（10）退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金（含む前払年金費用）は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差
異は、各発生連結会計年度における従業員の平均残存勤務期間内の一定年数による定額法に基づき按分した額を、それぞれ発生
の翌連結会計年度から損益処理しております。

（11）役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給見込額のうち、当
中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

（12）貸出金売却損失引当金の計上基準
貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上して
おります。

（13）偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要
と認められる額を計上しております。

（14）特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事
故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5第1項及び第48条の3第1項の規定に基づき計上しております。

（15）外貨建資産・負債の換算基準
当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す持分法非適用の非連結子会社及び子法人
等株式並びに持分法非適用の関連法人等株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。

（16）重要なヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを
適用しております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上
の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という）を適用し
ております。
ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下のとおり行っております。
（ i）相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一

定の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。
（ii）キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性

を評価しております。
個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動額等を基礎に
して、ヘッジの有効性を評価しております。
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計
基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施
しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘ
ッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段等の残存期間・平均残存期間にわた
って、資金調達費用又は資金運用収益等として期間配分しております。
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は7,304百万円（税効果額控除前）、繰延
ヘッジ利益は5,283百万円（同前）であります。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会
計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会
報告第25号」という）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び
為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当
額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建子会社・子法人等株式及び関連法人等株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッ
ジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価
以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。

（ハ）連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部取引については、
ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同
第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行ってい
るため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っ
ております。
なお、当行の一部の資産・負債及び連結される子会社及び子法人等の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あ
るいは金利スワップの特例処理を行っております。

（17）消費税等の会計処理
当行及び国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。
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追加情報

当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
（企業会計基準第24号平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第24号平成21年12月4日）を適用しております。なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会
報告第14号）に基づき、当中間連結会計期間の「償却債権取立益」は「その他経常収益」に計上しております。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式及び出資金総額（連結される子会社及び子法人等の株式及び出資金を除く） 6,807百万円
2. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券はありません。

無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受
け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、（再）担保に差し入
れている有価証券は8,065,562百万円、当中間連結会計期間末に当該処分をせずに所有しているものは1,966,900百万円で
あります。

3. 貸出金のうち、破綻先債権額は8,942百万円、延滞債権額は90,417百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は
弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」
という）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に
規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息
の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

4. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び
延滞債権に該当しないものであります。

5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は159,344百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しな
いものであります。

6. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は258,704百万円であります。
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

7. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買
入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、530,521百万
円であります。

8. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
現金預け金 130百万円
特定取引資産 7,388,277百万円
有価証券 8,352,704百万円
貸出金 4,028,277百万円
その他資産 124,723百万円
有形固定資産 110百万円

担保資産に対応する債務
預金 155,281百万円
コールマネー及び売渡手形 743,200百万円
売現先勘定 4,793,648百万円
債券貸借取引受入担保金 5,367,700百万円
借用金 5,379,824百万円

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、「現金預け金」15,421百万円、
「特定取引資産」177,702百万円、「有価証券」932,717百万円及び「貸出金」75,647百万円を差し入れております。
非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等の借入金等のための担保提供はありません。
また、「その他資産」のうちデリバティブ取引差入担保金等は266,805百万円、先物取引差入証拠金は49,235百万円、保証金
は31,743百万円、その他の証拠金等は29,857百万円であります。

9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された
条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行
残高は、32,622,089百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
26,010,667百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結さ
れる子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢
の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資
の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・
有価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必
要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

10. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額に
ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
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再評価を行った年月日 平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）

第2条第4号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を
行って算出したほか、第5号に定める鑑定評価に基づいて算出。

11. 有形固定資産の減価償却累計額 143,581百万円
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金456,371百万円が含まれており

ます。
13. 社債には、劣後特約付社債516,070百万円が含まれております。
14.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額は48,986百万

円であります。
15. 銀行法施行規則第17条の5第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率（国際統一基準） 18.11％

（中間連結損益計算書関係）
1. 「その他経常収益」には、株式等売却益14,899百万円、償却債権取立益1,706百万円、信用リスク減殺取引に係る収益1,544

百万円を含んでおります。
2. 「その他経常費用」には、株式等償却55,569百万円、株式等売却損25,629百万円、住専処理への対応に係る費用9,086百万

円、貸倒引当金繰入額7,259百万円を含んでおります。
3. 「特別利益」には、証券子会社の完全子会社化に伴う負ののれん発生益89,100百万円を含んでおります。
4. 「特別損失」には、証券子会社における特別退職金1,280百万円、固定資産処分損710百万円を含んでおります。
5. 銀行法施行規則第18条第3項に規定する中間連結財務諸表における中間包括利益の金額 121,504百万円

（金融商品関係）
金融商品の時価等に関する事項
平成23年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

中間連結貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）

（1）現金預け金（＊1） 3,893,115 3,893,115 －
（2）コールローン及び買入手形（＊1） 241,401 241,401 －
（3）買現先勘定 7,507,997 7,507,997 －
（4）債券貸借取引支払保証金 5,649,582 5,649,582 －
（5）買入金銭債権（＊1） 99,517 99,517 －
（6）特定取引資産

売買目的有価証券 9,925,610 9,925,610 －
（7）金銭の信託（＊1） 59,534 59,534 －
（8）有価証券

満期保有目的の債券 1,003 1,006 2
その他有価証券 21,576,969 21,576,969 －

（9）貸出金 27,086,529
貸倒引当金（＊1） △182,181

26,904,348 26,960,815 56,466
資産計 75,859,079 75,915,549 56,469
（1）預金 20,374,985 20,373,251 △1,734
（2）譲渡性預金 9,396,772 9,396,772 －
（3）コールマネー及び売渡手形 11,751,250 11,751,250 －
（4）売現先勘定 11,487,415 11,487,415 －
（5）債券貸借取引受入担保金 5,509,344 5,509,344 －
（6）特定取引負債

売付商品債券等 4,599,324 4,599,324 －
（7）借用金 6,900,961 6,913,715 12,754
（8）社債 3,852,648 3,895,304 42,655
負債計 73,872,703 73,926,379 53,675
デリバティブ取引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 578,542
ヘッジ会計が適用されているもの 424,614
貸倒引当金（＊1） △8,372

デリバティブ取引計 994,784 994,784 －
（＊1）貸出金及びデリバティブ取引に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金等を控除しております。なお、貸出金及びデリ

バティブ取引以外の科目に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額し
ております。

（＊2）特定取引資産・負債及び金融派生商品等に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引
によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法
資産
（1）現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預
け金については、主に約定期間が短期間（6ヵ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。
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（2）コールローン及び買入手形、（3）買現先勘定、及び（4）債券貸借取引支払保証金
これらは、主に約定期間が短期間（6ヵ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。

（5）買入金銭債権
買入金銭債権については、ブローカー又は情報ベンダー等から入手した価格等によっております。

（6）特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、取引所の価格等によっております。

（7）金銭の信託
金銭の信託については、主に短期間（6ヵ月以内）の取引で運用されているため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。

（8）有価証券
株式は取引所の価格、債券等は市場価格、ブローカー又は情報ベンダー等から入手した価格等によっております。投資信託は、
公表されている基準価格等によっております。私募債は、内部格付、残存期間に基づき、元利金の合計額を信用リスク等のリ
スク要因を織込んだ割引率で割り引いて算定された価額を時価としております。
変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状況であると判断し、当中間連結会計期間末においては、合理的に算
定された価額を時価としております。合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウント・キ
ャッシュフロー法等であります。価格決定変数は、10年国債利回り及び原資産10年の金利スワップションのボラティリティ
等であります。
当行欧州拠点及び米州拠点の貸出代替目的のクレジット投資（証券化商品）については、実際の売買事例が極めて少なく、売
手と買手の希望する価格差が著しく大きいため、ブローカー又は情報ベンダーから入手する価格等が時価とみなせない状況が
継続していることから、経営陣の合理的な見積りによる合理的に算定された価額をもって時価としております。経営陣の合理
的な見積りによる合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウント・キャッシュフロー法、
価格決定変数はデフォルト率、回収率、プリペイメント率、割引率等であり、対象となる有価証券の内訳は、住宅ローン担保
証券、ローン担保証券、商業不動産ローン担保証券、その他の資産担保証券であります。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

（9）貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、残存期間に基づき、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ
割引率で割り引いて算定された価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につい
ては、見積将来キャッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた
め、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額
を時価としております。

負債
（1）預金及び（2）譲渡性預金

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価としております。また、定期預金は、
将来のキャッシュ･フローを市場金利で割り引いて算定された価額を時価としております。
譲渡性預金については、主に約定期間が短期間（6ヵ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。

（3）コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、及び（5）債券貸借取引受入担保金
これらは、主に約定期間が短期間（6ヵ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。

（6）特定取引負債
トレーディング目的の売付商品債券、売付債券については、取引所の価格等によっております。

（7）借用金
元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて算定された価額を時価としております。なお、約定期間が
短期間（6ヵ月以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（8）社債
市場価格のある社債は市場価格によっており、市場価格のない社債は元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に適用され
ると想定される利率で割り引いて算定された価額を時価としております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オプシ
ョン、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）等であり、取引所の価格、割引現在価値やオプ
ション価格計算モデル等により算定された価額を時価としております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（8）その他有価
証券」には含まれておりません。

区分
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
①非上場株式（＊1）（＊2） 321,028
②組合出資金（＊2）（＊3） 141,706
③その他 161
合計 462,897

（＊1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とは
しておりません。

（＊2）当中間連結会計期間において、非上場株式について2,390百万円、組合出資金について2,927百万円減損処理を行な
っております。

（＊3）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているも
のについては、時価開示の対象とはしておりません。
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（有価証券関係）
中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」の一部が含まれております。
1. 満期保有目的の債券（平成23年9月30日現在）

種類
中間連結貸借対照表計上額 時価 差額

（百万円） （百万円） （百万円）
時価が中間連結貸借対照

社債 1,003 1,006 2
表計上額を超えるもの

2. その他有価証券（平成23年9月30日現在）

種類
中間連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

（百万円） （百万円） （百万円）
株式 674,939 468,227 206,711
債券 7,074,136 7,039,128 35,008
国債 6,451,974 6,442,977 8,996

中間連結貸借対照表計上
地方債 22,336 21,548 788

額が取得原価を超えるも
社債 599,825 574,601 25,223

の
その他 3,165,484 3,089,666 75,818
外国債券 2,871,837 2,819,716 52,120
買入金銭債権 43 43 0
その他 293,603 269,905 23,697
小計 10,914,561 10,597,021 317,539

株式 812,129 1,040,803 △228,673
債券 7,453,777 7,468,102 △14,324
国債 6,959,808 6,965,982 △6,174

中間連結貸借対照表計上
地方債 28,775 28,864 △88

額が取得原価を超えない
社債 465,194 473,255 △8,061

もの
その他 2,528,488 2,737,710 △209,221
外国債券 1,948,500 1,997,932 △49,431
買入金銭債権 56,637 57,700 △1,062
その他 523,349 682,077 △158,727
小計 10,794,396 11,246,616 △452,219

合計 21,708,957 21,843,637 △134,680
（注）評価差額のうち、時価ヘッジ等の適用により損益に反映させた額は、9,224百万円（損失）であります。

3. 減損処理を行った有価証券
有価証券（売買目的有価証券を除く）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価（原則として当中間連結会計期間末日の市
場価格。以下同じ）が取得原価（償却原価を含む。以下同じ）に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込
みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結
会計期間の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。
当中間連結会計期間における減損処理額は64,451百万円（うち株式51,434百万円、その他13,017百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
・時価が取得原価の50％以下の銘柄
・時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄

（1株当たり情報）
1株当たりの純資産額 204,803円32銭
1株当たり中間純利益金額 12,162円62銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 12,162円60銭

（企業結合等関係）
株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「みずほフィナンシャルグループ」）、株式会社みずほコーポレート銀行（以下「当行」）、
及びみずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」）は、平成23年4月28日開催の各社取締役会において、みずほ証券を株式交換により、
当行の完全子会社とすることを決定のうえ株式交換契約を締結し、平成23年9月1日に株式交換を実施した結果、みずほ証券は当行
の完全子会社となりました。
（1）株式交換の対象となった事業の名称及びその事業の内容、株式交換の効力発生日、株式交換の法的形式及び株式交換の主な目的

①株式交換完全子会社の名称 みずほ証券
②事業の内容 金融商品取引業
③株式交換の効力発生日 平成23年9月1日
④株式交換の法的形式 会社法第767条に基づき、当行を株式交換完全親会社とし、みずほ証券を株式交換完全子会

社とする株式交換。
⑤株式交換の主な目的 みずほフィナンシャルグループは、グローバル金融危機後の経済社会の構造変化や国際的な

金融監督・規制の見直しなど、金融機関を取り巻く新たな経営環境に迅速かつ的確に対応す
べく、昨年5月に当グループの中期基本方針として「変革」プログラムを発表いたしました。
当グループは、「お客さま第一主義」を実践しつつ、直面する経営課題について抜本的な見
直しを行い、「収益力」「財務力」「現場力」の3つの強化策を通じて、持続的成長を実現すべ
く、現在グループを挙げて取り組んでおります。
本件完全子会社化は、グループの一体的運営や人材・ネットワークといった経営資源の全体
最適を実現し、「変革」プログラムへの取り組みを加速することで、「グループ力」を一段と
強化することを目的としております。具体的には、①意思決定の迅速性や戦略の機動性を一
層高め、外部環境の変化やグループ全体・各社の課題に、より柔軟に対応できるグループ経
営体制を構築すること、②当グループの強みである総合金融サービス力をこれまで以上に発
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揮させ、銀行・信託・証券フルライン機能をシームレスに提供するグループ連携体制を強化
すること、③業務集約の推進やコスト構造の改革等を徹底し、グループ経営効率の更なる向
上を追求すること、を企図しております。

（2）実施した会計処理の概要
.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に規定する会計処理を適用した結果、負ののれん
が発生しております。

（3）追加取得した子会社株式の取得原価及びその内訳
取得の対価 みずほ証券の普通株式 110,336百万円
取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 42百万円
取得原価 110,379百万円

（4）株式の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数
①株式交換比率

会社名
みずほフィナンシャルグループ

みずほ証券
（株式交換完全親会社となる

（株式交換完全子会社）
当行の完全親会社）

本件株式交換に係る割当ての内容 1 1.48
②算定方法
みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほ証券は、メリルリンチ日本証券株式会社及びJPモルガン証券株式会社から提
出を受けた株式交換比率の分析結果を参考に、かつ、みずほフィナンシャルグループ及びみずほ証券の財務状況、業績動向、
株価動向等を勘案の上、交渉・協議を重ねた結果、上記の株式交換比率は、みずほフィナンシャルグループ及びみずほ証券の
株主の皆さまの利益に資するものであるとの判断に至り、みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほ証券は平成23年4
月28日に開催されたそれぞれの取締役会において、本件株式交換における株式交換比率を決議いたしました。
③交付株式数
みずほフィナンシャルグループの普通株式：951,166,005株

（5）発生した負ののれんの金額及び発生原因
①発生した負ののれんの金額 89,100百万円
②発生原因
完全子会社化されるみずほ証券に係わる当行の持分増加額と取得原価との差額によります。

（重要な後発事象）
株式会社みずほコーポレート銀行（以下「当行」）は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「みずほフィナンシャルグルー
プ」）を通じて平成23年9月16日に公表いたしました「みずほ銀行とみずほコーポレート銀行の合併等の統合に向けた対応について」
において、両行の合併等の統合に向け、具体的な統合の方式やスケジュール詳細等について、検討・対応準備を進めることとしてお
りましたが、当行、みずほフィナンシャルグループ及び株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」）は、平成23年11月14日開催の
各社取締役会において、国内外の関係当局への届出、許認可の取得等を前提として、みずほフィナンシャルグループの完全子会社で
ある当行とみずほ銀行が合併を行うことについて決定し、その具体的な検討・協議に向けて、当行、みずほフィナンシャルグループ
及びみずほ銀行の間で基本合意書を締結いたしました。


